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（目的） 

第１条 安全衛生管理規程に基づき、株式会社マックスサポート（以下、「会社」という。）

社員の健康の保持増進を図るとともに、健康障害を防止するための基本となるべき

対策（要因及び再発防止対策等）などの重要事項について、社員の意見を反映させ

るよう十分な調査審議することを目的として、衛生委員会を設ける。 

 

（設置事業所） 

第２条 衛生委員会を設置する事業所は常時５０名以上の社員を使用する事業所とする。 

 

（委員会の構成） 

第３条 衛生委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１） 当該事業所において事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる

者の中から会社が指名した者 

（２） 衛生管理者の中から会社が指名した者 

（３） 産業医の中から会社が指名した者 

（４） 当該事業所の社員で、衛生に関する経験を有する者の中から会社が指名し

た者 

２ 前項第１号の人数は１名とする。 

３ 第１項第１号以外の委員の内、半数は「従業員の過半数を代表する者」の推薦に

基づき指名しなければならない。 

 

（議長） 

第４条 議長は前条第１項第１号の者とし、衛生委員会を毎月１回以上招集する。ただし、

議長が必要と認めたとき、または委員３名以上の請求があったときは臨時に招集す

ることができる。 

２ 議長が必要と認めたときは、委員以外の役員または社員を委員会に出席させるこ

とができる。 

 

（審議事項） 

第５条 衛生委員会は、第１条の目的とする内容を実現するため、次の事項を審議する。 

（１） 社員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 

（２） 社員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 

（３） 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 

（４） 衛生に関する規程の作成に関すること。 

（５） 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生

に係るものに関すること。 

（６） 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 

（７） 衛生教育の実施計画の作成に関すること。 

（８） 化学物質の有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関するこ

と。 

（９） 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関するこ

と。 

（１０） 定期健康診断等の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関するこ

と。 

（１１） 社員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関す

ること。 
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（１２） 長時間労働による社員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関

すること。 

（１３） 社員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。 

（１４） 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官

又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事

項のうち、社員の健康障害の防止に関すること。 

 

（議 事 録） 

第６条 会社は、衛生委員会における議事で重要なものについて、議事録を作成し、３年

間保存する 。 

２ 会社は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げ

るいずれかの方法によって社員に周知する。 

（１） 常時各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける。 

（２） 書面を労働者に交付する。 

（３） 磁気テープ、時期ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作

業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。 

 

（委員の任期） 

第７条 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

（委員会事務局） 

第８条 事務局は、各拠事業所内に置く。 

 

（事務局の任務） 

第９条 事務局の任務は次のとおりとする。 

（１） 委員会の招集事務 

（２） 委員会議事録の作成および保管（保管期間は３年間とする） 

（３） 議長の指示による事項の遂行 

 
（附則） 
第１０条 この規程の改廃は、規程管理責任者が起案し、原則稟議規程の定めると

ころによる承認のうえ決裁を得るものとする。ただし、部署名の変更等の軽微な変

更及び その他の規定等の改定による本旨の変更を伴わない変更等は、管理本部長の

決裁 により行うことができる。 

２ 本規程は２０１９年３月１日に制定施行する。 

３ 本規程は２０２１年３月１日に改定施行する。 


